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2022 ・基幹独自のＷｅｂサイト“towaple.com”を開設した。（本誌p.5 参照）
・とわぷるのクリアファイルを作成し、関係機関に配付した。
・市報４月１日号に基幹 10周年と「とわぷる」の命名について報告を掲載した。
〈４月－６月〉・市内 12カ所の相談支援事業所を訪問した。

〈５月－６月〉・市内 6カ所の地域包括支援センターを訪問し、地域課題等を共有した。
・事例勉強会「児童から成人へ相談支援事業所移行ケース①」を実施した。参加者 15名

・�【スキルアップ研修Ⅰ（地域移行）】「地域支援機関と精神科病院との連携～連携事例を共有し、具体的な取組につなげよう～」
（根岸病院、高月病院、井之頭病院）を実施した。　参加者 39名
・相談支援専門員のための新任研修（支給決定基準、消費生活相談等）を実施した。参加者 13名
・（都内）基幹相談支援センター連絡会①

〈７月－９月〉・市内 7事業所の相談支援従事者研修、現任者研修の実習の対応をした。
・事例勉強会「児童から成人へ相談支援事業所移行ケース②」を実施した。参加者 14名

・事例勉強会「児童から成人へ相談支援事業所移行ケース③」を実施した。参加者 11名
・基幹設置 10周年「アニバーサリー�レポート」を発行し、関係各位に配付した。

・相談支援専門員のためのブラッシュアップ研修（講師・角田みすゞ氏、「神経生理学の基礎」）　参加者 11名
・�自立支援協議会の『ニューズレター№ 11』特集「ひろがる�相談支援専門員のつながり」より、誌面をリニューアルして、
支援者に配付した。

・【スキルアップ研修Ⅱ（障害福祉‐高齢福祉）】講評：石渡和実氏
　「障害福祉から介護保険へ～調整期間の有効活用を考える～」を実施した。参加者 42名
・法人内実践研究報告会にむけて、外部講師を招き勉強会を実施した。
・（都内）基幹相談支援センター連絡会②

〈11月－２月〉
　・市内 8事業所の相談支援従事者研修、初任者研修の実習の対応をした。

・�【支援者向け虐待防止研修】「事例から学ぶ虐待防止～虐待防止の取組は職員も救う～」を実施した。�
（153名、オンライン参加者含む）、2月研修の広報の一環で、「とわぷるクッキー」を製作して配付した。

・�相談支援専門員のためのブラッシュアップ研修「都立武蔵台学園特別支援教育コーディネーターとの交流」を実施した。�
参加者 14名

・�【ネットワーク研修Ⅲ（障害児）】�
「福祉職の性支援と多職種連携～今なぜ、学ぶ必要があるのか～」を実施した。参加者 46名
・（都内）基幹相談支援センター連絡会③

・�自立支援協議会の『ニューズレターNo.12』特集「児童発達支援事業の紹介」を発行して、支援者に
配付した。

・�法人内実践研究報告会で、「基幹相談支援センター設置 10周年事業の振り返りと今後の展開について」
を発表した。

2022 年度活動実績
相談業務件数 3,916 件 内容別件数（重複あり） 4,023 件
支援方法：（合計 3,916 件）

訪問 来所相談 同行 電話 電子メール 会議 関係機関 その他
44 52 4 275 24 86 3,425 6

国分寺創建時の七重塔にち
なみ、法人名を「ななえの里」
と命名、平成3年に身体障
害者通所授産「ともしび工
房」を開所しました。

現在、法人の施設内の売店「Happy Smile」と
市内の本多公民館内の売店を運営しています。
事業としては、溶岩窯を使用したパンとお菓子
の販売を中心に、リサイクル品の品質チェック
や値段付け、清掃の委託業務、企業等からの受
注作業、印刷作業、木工品、クラフト品の制作、
植物の育成など、和気あいあいと作業をしてい
ます。何かございましたら、お気軽にお問い合
わせください。tel : 042-324-7071

所長　八橋　宏

2022 年 9 月

ライフステージをともに！ 
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レザン・ノアが逸品 !!
ともしび工房の外観

ミーツ国分寺
西街区「cocobunji WEST」の1階から4階に入っている
「ミーツ国分寺」は、三越伊勢丹による地域密着型の商業

施設です。三越伊勢丹グループの企業理念のひとつであ
る、「社会に対する企業の責任として、社会の様々な課題

に向き合い、企業活動を通じてその解決に貢献することで、関わりのあるすべ
の人々の豊かな未来と、持続可能な社会の実現に向け役割を果たしていきます。」
という、サスティナビリティ基本方針があります。

商業施設として地域の文化や伝統、名産品をご紹介するなど人と地域をつなぐ取
り組みを推進し、運営するそれぞれの施設で大切な取り組みとしています。
国分寺に暮らすみなさまに安心してお買い物をしていただく、ゆとりと潤いのあ
る時間を過ごしていただけるようにすることが、ミーツ国分寺としてのわたくし
たちの役割と考えておりますので、7月の3日間限定で開催した「夏の Sweets 
＆ Hand Made Fair 2022」をミーツ国分寺3階で開催いただき、地域のみなさ
まに取り組みを知っていただくお手伝いができたと、大変うれしく思います。
引き続き新たな取り組みを、応援できる施設でありたいと考えております。

 スタッフ一同より

第 11 号国分寺市障害者地域自立支援協議会ニューズレター

今号は、
「社会福祉法人 
ななえの里　
就労継続支援Ｂ型
ともしび工房」をご紹介します。

★コロールのパン販売場所と時間
ともしび工房（所内） 火～金 10時～15時
光公民館 火 11時頃～13時
けやきスポーツセンター
いずみプラザ 水 10時半頃～11時半

12時頃～13時
福祉センター
市役所駐車場 金 10時半頃～11時半

12時頃～13時
☆各所、売り切れた時点で終了となります。ご了承ください。

＊本誌は、平成29年10月の創刊以来、年2回発行しています。第11号から誌面デザインを刷新し、表紙で市内の事業所等のご紹介をしていきます。
＊ 国分寺市障害者自立支援協議会は、障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）に基づき平成19年1月に条例設置され、平成28年10月に再編、国分寺市障害者地域自立支援協議会（要綱設置）として、障害のある人もない人もともに自分

らしく暮らせる地域づくりの実現を目指しています。会議は原則公開、市のホームページに議事録を公表します。

ひろがる 相談支援専門員 のつながり

お仕事ネットワークお仕事ネットワーク
夏の Sweets ＆ Hand Made夏の Sweets ＆ Hand Made

Fair 2022Fair 2022

今年もクリスマスのお菓子の
家のキットを販売します！

国分寺障害者施設
お仕事 ネットワークで

開 催 し た「夏 の Sweets ＆
Hand Made Fair 2022」に
会場をご提供くださいまし
た企業様よりメッセージ

をお預かりしました。

手づくりのエコバッグ

ともしび工房の
フェルト人形作家の
作品たち

予約期間：11月末～12月

のみの市のような店内、掘りのみの市のような店内、掘り
出し物が見つかる?!出し物が見つかる?!

facebooktwitter ホームページ

生地も販売しています。生地も販売しています。

特集

初めて、障害福祉サービスを利用するための手続き
の流れ（障害者の場合）
障害福祉サービスを利用するためには、市への申請が必要です。ここでは、
申請からサービス利用までの流れを説明します。
必要なサービスを正しく利用できるよう、市や指定特定相談支援事業所が
お手伝いをします。なお、計画の作成に当たって利用者負担はありません。

自立支援協議会のニュース
◆第3期の委員が委嘱されました

「国分寺市障害者地域自立支援協議会設置要綱」に基づき、
第2期の委員の任期が、令和4年6月30日で満了し、新た
に第3期の委員が、同年7月1日付で委嘱されました。
委員の任期は、上記要綱第4条により、令和7年6月30日
までの3年間となります。どうぞよろしくお願いいたします。
◆就労支援部会より：
　「その仕事、私たちにお任せください！」
国分寺障害者施設お仕事ネットワークが、「お仕事別の各種
料金表」を作成しました。ぜひ、ご活用ください。
問合せ先 	ともしび工房内
電　話 	042-324-7071
mail 	yatsuhashi@nanaenosato.or.jp
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基幹相談支援センターの研修のお知らせ⇒	研修のお問合せ先は、下記、事務局：基幹相談支援センターまでお願いします。
◆�支援者向け虐待防止研修　…各団体の虐待防止研修としてもご活用ください。令和4年12月2日（金）午後6時15分～午後8時15分cocobunji プラザ リオンホール（同時配信も予定します）講師：山内哲也氏（リアン文京 施設長）（仮）タイトル「虐待防止は利用者と職員を守る！」◆ネットワーク研修Ⅲ（児童）令和5年2月21日 ( 火 ) 午前10時～ 12時cocobunji プラザ リオンホール講師：笹渕真子氏（東京都教育庁都立学校教育部 健康推進課）（仮）タイトル「性教育と性支援」

TWICE-YEARLY NEWSLETTER

③サービス等利用計画の作成依頼
相談支援事業所と契約を交わし、面談の上、相談支援専門員が「サービ
ス等利用計画（案）」を作成します。

①相談
市役所（障害福祉課）または相談支援事業所に相談をします。利用の対
象になるか確認を行います。

②利用申請
利用したいサービスの支給決
定を受けるため、申請書を障
害福祉課相談支援係へ提出し
ます。
※ 国分寺市では、基本的に利用を

希望するサービス提供事業者が
決まってからの提出となります。

・「WAMNET」のサイト内の
　「障害福祉サービス等情報検索」

・「東京都障害者サービス情報」

・『障害福祉ガイドブック
　 （令和４年（2022年）1月）』 

国分寺市

※ サービス提供事業者の探し方：検索につい
ては、こちらのQRコードをご利用ください。

④調査（区分調査が必要でない場合は⑤へ）
市の職員が、サービスの利用を希望するご本人やご家族等に対して、
障害や生活の状況などについて聞き取り調査を行います。結果をコン
ピューター入力し、一次判定を行います。
障害支援区分認定調査（80項目）及び一次判定⇒障害支援区分認定審査
会⇒障害支援区分認定
※ 障害支援区分認定審査会とは、障害保健福祉の専門家で構成されている「審査会」

で、一次判定の結果と医師の意見書をもとに審査判定を行い、どれくらいサービ
スが必要な状態なのかを示す障害支援区分が認定されます。

※ 障害支援区分とは、障害の特性や心身の状態に合わせて必要とされる支援の度合
いを示すものです。区分１～６（※６が最も高い）までに分けられています。こ
の区分を目安にして利用できるサービスの内容や量などが決まります。

⑤支給の決定
提出された計画（案）や法令に定める事項を踏まえて、市役所で支給の
要否や支給量などが決定され、支給決定通知書や受給者証がご本人・ご
家族に送付されます。
※ 受給者証とは、サービスを利用するのに必要な情報が記載されたものです。サー

ビスを利用するときに、サービス提供事業者に提示します。有効期間が過ぎた後
の再申請や支給量の変更を申請するときなどにも必要なので、大切に取り扱いま
しょう。

⑥サービス担当者会議・計画作成
支給決定後、相談支援事業所は、サービス担当者会議を開催して、サー
ビス提供事業者等と連絡調整を行います。そして、実際に利用すること
になる「サービス等利用計画」を作成します。

⑦契約
実際にサービスを利用するサービス提供事業者と契約します。

⑧利用開始
担当する相談支援事業所の相談支援専門員が、定期的にサービス内容が
適切かどうかの検証（モニタリング）を実施し、状況に応じてサービス
の見直しをはかります。

※ この相談支援の流れは一例です。個々の状況により、流れは異なる場合があります。
※ 相談支援事業所に代わり、ご本人や家族等が「セルフプラン」を作成することもできま

す。市役所（障害福祉課）までお問い合わせください。

国分寺市障害者地域自立支援協議会ニューズレター No.11
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発行：国分寺市障害者地域自立支援協議会
編集：国分寺市障害者地域自立支援協議会 事務局

印刷：社会福祉法人東京コロニー

国分寺市障害者基幹相談支援センター
〒185-0002
東京都国分寺市東戸倉2-7-26 2階
電話：042-320-1300
FAX：042-313-8823

国分寺市福祉部障害福祉課
〒185-8501
東京都国分寺市戸倉1-6-1
電話：042-325-0111
FAX：042-324-6831

・本誌は、国分寺市内の障害福祉サービス等の支援者に向けて記事を構成しています。
・ 利用者と共に本誌を手に取ってご高覧いただき、利用者に必要な記事を共有ください。

ウェブサイトにも誌面を掲載しております。ご活用願います。
・ 今後の誌面づくりのために、ご意見・ご感想を下記事務局までお寄せください。

発　行

視覚障害のある方のために、誌面の本文を Word テキストで
ウェブサイトに掲載しております。

※�この冊子は、環境に優しい
　原材料を使用しています。

『障害福祉サービスの利用について（2018年4月版）』 
社会福祉法人全国社会福祉協議会

障害児を対象としたサービスを利用するための手続きの流れは
『国分寺市こどもあんしん相談ナビ』を参照ください。

4　Annual Report 2022


